
別表（第３条） 

対象経費 事業区分 基準額等 

１．時間外保育に必

要な経費 

民間認可保育所・ 

幼保連携型認定こど

も園 

 

（１）午前７時００分から午前８時３０分まで及び午後４時３０分から午

後６時００分までの時間外保育の実施に要する経費に相当する額 

（２）保育士、保育教諭および保育従事者（以下「保育士等」という）配

置人数 

習志野市民間認可保育所設置及び運営に関する基準及び習志野市

幼保連携型認定こども園設置及び運営に関する基準に規定する職

員配置人数以上である場合に限る。ただし、利用児童数に関わらず

保育士等の数は２名を下回らないこととする。 

（３）習志野市保育指導委員会において、特別な支援が必要であると

判断した児童の保育にあたっては、習志野市保育指導委員会の決

定による基準に定める定員を上限とする。 

（補助基準額） 

１，３７５円×延べ配置保育士等の数×延べ時間外保育時間数 

但し、公定価格に含まれる常勤保育士及び保育教諭１名、非常勤保

育士及び講師等１名を除く。 

小規模保育事業所 

（１）午前７時００分から午前８時３０分まで及び午後４時３０分から午

後６時００分までの保育の実施（時間外保育）に要する経費に相当す

る額 

（２）習志野市小規模保育実施要領に掲げる配置基準以上である場

合に限る。 

（３）習志野市保育指導委員会において、特別な支援が必要であると

判断した児童の保育にあたっては、習志野市保育指導委員会の決

定による基準に定める定員を上限とする。 

（補助基準額） 

１，３７５円×延べ配置保育士等の数×延べ時間外保育時間数 

但し、公定価格に含まれる保育士等１名を除く。 

２．延長保育事業に

必要な経費 

民間認可保育所・ 

幼保連携型認定こど

も園 

（１）午後６時以降の延長保育の実施に要する経費に相当する額 

（２）習志野市民間認可保育所設置及び運営に関する基準及び習志

野市幼保連携型認定こども園設置及び運営に関する基準に規定す

る職員配置人数以上である場合に限る。ただし、利用児童数に関わ

らず保育士等の数は２名を下回らないこととする。 

（３）習志野市保育指導委員会において、特別な支援が必要であると

判断した児童の保育にあたっては、習志野市保育指導委員会の決

定による基準に定める定員を上限とする。 

（補助基準額） 

１，３７５円×延べ配置保育士等の数×延べ時間外保育時間数 



小規模保育事業所 

（１）午後６時以降の延長保育の実施に要する経費に相当する額 

（２）保育士等の配置人数は、習志野市小規模保育実施要領に掲げ

る配置基準以上である場合に限る。 

（３）習志野市保育指導委員会において、特別な支援が必要であると

判断した児童の保育にあたっては、習志野市保育指導委員会の決

定による基準に定める定員を上限とする。 

（補助基準額） 

１，３７５円×延べ配置保育士等の数×延べ時間外保育時間数 

 


